
　

戦
前
の
日
中
関
係
を
規
定
し
て
い
た
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
軍
部
、
企
業
・
民
間
人
、

外
交
官
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
者
中
、
軍
部
・
右

翼
、
そ
し
て
こ
れ
を
支
援
し
た
民
間
人
・
世
論

に
つ
い
て
は
、
そ
の
暴
走
が
、
遂
に
明
治
国
家

を
崩
壊
さ
せ
、
国
土
を
焦
土
に
変
え
た
元
凶
で

あ
っ
た
た
め
、
様
々
な
角
度
か
ら
繰
り
返
し
研

究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
外
交

官
は
、
本
省
幹
部
や
閣
僚
に
抜
擢
さ
れ
た
一
部

エ
リ
ー
ト
を
除
け
ば
、
あ
ま
り
研
究
者
の
関
心

を
引
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
特
に
中
国
に
あ
っ

て
情
報
収
集
活
動
に
終
始
し
て
い
た
下
級
領
事

館
員
は
、
歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
言
わ
ば
黒

子
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
と
そ
の
組
織
が
、

正
面
か
ら
研
究
対
象
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、角
山
栄
の
画
期
的
な
編
著
、

『
日
本
領
事
報
告
の
研
究
』（
同
文
館
出
版
、
一
九

八
六
年
）、
並
び
に
著
書
『「
通
商
国
家
」
日
本

の
情
報
戦
略

―
領
事
報
告
を
よ
む
』（
日
本
放

送
出
版
協
会
、
一
九
八
八
年
）
か
ら
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
こ
の
二
冊
は
、
草
創
期
明
治
国
家
の

中
国
を
主
た
る
対
象
と
す
る
通
商
戦
略
を
肯
定

的
に
評
価
す
る
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
日
中
戦
争
に
至
る
時
期
に
つ
い
て
の
考
察

は
十
分
で
な
い
。
今
日
か
ら
見
る
と
、
限
界
の

残
る
著
作
で
あ
る
。

　

角
山
と
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
先
鞭
を
付

け
た
日
本
領
事
館
制
度
研
究
は
、
こ
と
中
国

で
の
活
動
に
関
す
る
限
り
、
ア
メ
リ
カ
の

バ
ー
バ
ラ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
著
書
、Barbara 

J. Brooks, Japan 's Im
perial D

iplom
acy: 

Consuls, T
reaty Ports, and W

ar in 
China 

（U
niversity of H

aw
ai' i Press, 2000

）

に
引
き
継
が
れ
た
。
本
書
は
、中
国
東
北
地
方
、

上
海
周
辺
で
活
躍
す
る
日
本
領
事
館
員
と
東
京

の
外
務
省
本
省
と
の
関
係
を
、
幣
原
外
交
体
制

の
崩
壊
期
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
、
日
本
側
か
ら
視
点

を
置
い
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
中
国
側
か
ら
見
た
場
合
、
日
本
外

務
省
在
華
領
事
館
の
組
織
、
活
動
は
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
中

国
人
研
究
者
の
手
に
な
る
日
本
外
務
省
在
華
領

事
館
の
組
織
、
活
動
を
中
国
側
か
ら
見
た
、
在

華
日
本
領
事
館
に
関
す
る
初
の
本
格
的
考
察
で

あ
る
。
戦
前
中
国
に
開
設
さ
れ
た
日
本
領
事
館

は
数
多
い
が
、
著
者
は
、
中
国
経
済
の
最
先
進

地
帯
で
あ
っ
た
、
華
中
沿
岸
部
に
焦
点
を
当
て

て
、
考
察
を
進
め
て
い
る
。
著
者
は
本
書
執
筆

に
当
た
っ
て
、
日
本
外
務
省
の
編
集
史
料
集
は

も
と
よ
り
、
外
務
省
史
料
館
や
東
洋
文
庫
、
果

て
は
台
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
が
保
存

『東方』368号（2011年 10月）　　32

戦
前
日
本
領
事
館
の
活
動
に
関
す
る
包
括
的
研
究

本
野 

英
一

曹
大
臣
著

近
代
日
本
在
華
領
事
制
度

―
以
華
中
地
区
為
中
心

社
会
科
学
文
献
出
版
社

二
〇
〇
九
年
［
四
、
三
三
六
円
］



す
る
膨
大
な
未
公
刊
外
交
文
書
、
さ
ら
に
は
英

修
道
、
植
田
捷
雄
、
臼
井
忠
三
と
い
っ
た
戦
前

に
活
躍
し
た
日
本
人
研
究
者
の
著
作
を
も
参
照

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
書
が
中
国
人
研
究

者
の
手
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
中

関
係
史
研
究
の
進
展
に
と
っ
て
慶
賀
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
戦
前
在
華
日
本
領
事
制
度
の
興
亡

を
、⑴
一
八
七
一
〜
一
九
一
一
年
の
確
立
時
期
、

⑵
一
九
一
二
〜
三
七
年
の
興
世
時
期
、
⑶
一
九

三
七
〜
四
五
年
の
奇
形
発
展
と
衰
亡
時
期
と
い

う
時
期
区
分
設
定
に
沿
っ
て
叙
述
す
る
。た
だ
、

華
中
日
本
領
事
館
制
度
の
沿
革
を
跡
づ
け
た
部

分
は
、
日
本
政
府
の
制
度
機
構
は
も
と
よ
り
西

洋
国
民
国
家
の
外
交
制
度
一
般
に
つ
い
て
の
知

識
が
な
い
中
国
人
読
者
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
で
あ
ろ
う
が
、
読
ん
で
い
て
退
屈
こ
の
上
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
が
史
料
の
中
か
ら
見

つ
け
出
し
た
、日
本
人
居
留
民（
特
に
大
陸
浪
人
、

麻
薬
密
輸
業
者
、
情
報
部
員
、
不
法
在
留
者
）
に

関
す
る
情
報
、日
本
租
界
と
様
々
な
条
約
権
益
、

と
り
わ
け
領
事
裁
判
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
興
味
深
い
も
の
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
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中
で
も
特
に
興
味
を
引
く
の
は
、
在
華
日
本

人
居
留
民
、
日
本
租
界
の
保
護
、
あ
る
い
は
犯

罪
者
検
挙
の
た
め
に
日
本
外
務
省
領
事
館
が

取
っ
た
様
々
な
措
置
の
具
体
例
で
あ
る
。
特
に

注
目
す
べ
き
は
、
中
国
に
逃
亡
し
た
日
本
人
犯

罪
者
を
、
中
国
の
治
安
当
局
が
逮
捕
し
、
そ
の

身
柄
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け

て
領
事
館
警
察
署
が
開
設
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ワ

シ
ン
ト
ン
会
議
で
こ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
と

な
っ
て
い
た
史
実
の
紹
介
（
本
書
三
二
頁
）
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
日
清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争

期
に
か
け
て
の
在
華
日
本
人
居
留
民
の
増
加
を

単
な
る
日
本
の
中
国
侵
略
の
呼
び
水
と
簡
単
に

片
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思

う
。

　

在
華
日
本
領
事
館
の
活
動
を
語
る
上
で
次
に

興
味
を
引
く
の
は
、
領
事
裁
判
権
に
関
わ
る

様
々
な
具
体
的
事
例
で
あ
る
。
著
者
は
、
第
五

章
と
第
六
章
の
二
章
を
割
い
て
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
詳
し
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
二

章
は
、
本
書
の
白
眉
と
も
言
う
べ
き
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

　

中
国
人
研
究
者
だ
か
ら
当
然
な
の
だ
ろ
う

『
人
民
中
国
』
は
中
国
で
編
集
・
発
行
さ
れ
る
日
本

語
雑
誌
で
す
。
政
治
、
社
会
、
考
古
、
歴
史
、
美
術

な
ど
幅
広
い
分
野
の
情
報
を
満
載
。
見
本
誌
贈
呈
。

☎
０
３
（
３
９
３
７
）
０
３
０
０
（
東
方
書
店
）

二
〇
一
〇
年
一
月
号
よ
り
『
人
民
中
国
』
デ
ジ
タ
ル

版
をFujisan.co.jp

で
販
売
し
て
い
ま
す
。
サ
ン

プ
ル
版
の
試
し
読
み
（
無
料
）
も
で
き
ま
す
。

　http://w
w
w
.fujisan.co.jp/m

agazine/1385

　中国発行の日本語月刊総合誌　

       People's China 10月号
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［年間購読料 4800 円（税込）］

【
特
集
・
辛
亥
革
命

か
ら
百
年
】
武
昌

起
義
は
鉄
道
国
有
化

か
ら
◆
辛
亥
革
命
後

の
十
年
◆
辛
亥
革

命
と
日
本
【
連
載
】

革
命
史
跡
を
訪
ね
る

⑤
河
北
・
西
柏
坡
―

新
中
国
は
こ
こ
か
ら

や
っ
て
き
た
◆
中
国

伝
統
の
技
⑩
実
用
と
美
を
兼
ね
た
「
瀘
州
の
油

紙
傘
」
◆
私
の
し
ご
と
�
通
信
業
界
に
革
命
を

も
た
ら
す
・
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
内
蔵
携
帯
電
話
の
研

究
開
発
者
◆
焦
点
・
中
国
の
改
革
は
引
き
続
き

行
わ
れ
る
◆
ア
ン
グ
ル
・「
辛
亥
革
命
は
偉
大

な
失
敗
だ
っ
た
」
◆
黄
河
が
は
ぐ
く
ん
だ
地
に
新

し
い
風
・
寧
夏
回
族
自
治
区
の
新
産
業
プ
ラ
ン
ほ
か



昨
今
、
世
界
各
国
の
有
名
企
業
か
ら
知
的
財
産

権
侵
害
で
ひ
っ
き
り
な
し
に
苦
情
を
言
い
立
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
著
者
が
関
心

を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
日
本
企
業

が
原
告
と
な
っ
て
、
自
社
製
品
の
商
標
権
を
侵

害
し
た
中
国
人
を
相
手
取
っ
て
行
っ
た
登
記
活

動
が
政
治
問
題
と
な
っ
た
、「
孔
雀
商
標
ゲ
ー

ト
ル
・
森
下
仁
丹
商
標
権
侵
害
事
件
」
で
あ
り
、

も
う
一
件
は
ア
メ
リ
カ
企
業
、Chesbrough 

Co.

が
日
本
人
実
業
家
、
松
本
竹
次
郎
を
相
手

取
っ
て
上
海
会
審
衙
門
に
起
こ
し
た
商
標
権
侵

害
紛
争
事
件
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
当
時
の
軍

閥
政
府
、
北
京
政
府
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
拠

り
所
に
、
実
に
見
事
な
外
交
を
繰
り
広
げ
、
日

本
側
が
こ
れ
に
手
こ
ず
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
後
者
の
事
件
は
、「
二

一
箇
条
要
求
」
反
対
運
動
を
き
っ
か
け
に
、
日

本
製
品
に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
の
矢
面
に

立
た
さ
れ
た
日
本
企
業
が
、
英
米
企
業
の
商
標

を
偽
造
し
、
中
国
商
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ

て
、
英
米
企
業
製
品
の
模
造
、
贋
造
商
品
を
売

り
さ
ば
い
て
い
た
こ
と
か
ら
持
ち
上
が
っ
た
事

件
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
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が
、
著
者
の
主
た
る
関
心
は
、
特
に
日
中
戦
争

に
至
る
一
九
三
〇
年
代
に
あ
る
ら
し
く
、
そ
の

た
め
本
書
は
、
扱
う
時
代
順
序
を
逆
に
し
て
、

ま
ず
第
五
章
で
こ
の
時
期
の
日
中
間
渉
外
民
事

訴
訟
事
件
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

日
本
領
事
館
が
扱
っ
た
両
国
間
の
渉
外
事
件
に

関
す
る
史
料
は
膨
大
な
数
に
上
っ
て
お
り
、
著

者
は
、
こ
れ
を
統
計
的
に
処
理
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
そ
の
た
め
に
叙
述
が
散
漫
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
点
は
残
念
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
日

中
全
面
戦
争
前
夜
に
あ
っ
て
も
、
日
中
間
に
は

財
産
管
理
や
契
約
履
行
に
か
ら
ん
だ
民
事
訴
訟

が
頻
発
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。

こ
れ
が
日
本
の
国
内
世
論
に
如
何
な
る
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
の
か
は
、
今
後
日
本
の
研
究
者

が
解
明
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な

紛
争
は
、
現
在
も
ま
た
起
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は
両
国
間
に
起
こ
っ
た
渉
外
事
件
と

は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

よ
り
詳
し
い
実
態
が
判
明
す
る
の
は
、
第
六
章

で
概
略
が
扱
わ
れ
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
二
件
の

刑
事
訴
訟
、
民
事
訴
訟
の
事
例
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
刑
事
訴
訟
事
件
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
、上
海
で
発
生
し
た「
蘇
佑
泰
事
件
」

と
漢
口
で
発
生
し
た
「
田
種
香
事
件
」
で
あ

る
。
前
者
は
、
一
九
一
二
年
に
発
生
し
た
、
日

本
人
が
犯
し
た
強
盗
殺
人
事
件
で
あ
る
。
こ
の

事
件
で
は
、
中
国
人
な
ら
問
答
無
用
で
死
刑
に

な
る
重
罪
を
犯
し
た
日
本
人
被
告
に
対
し
て
、

長
崎
控
訴
院
裁
判
所
が
こ
れ
に
無
期
懲
役
刑
を

言
い
渡
し
た
こ
と
が
大
問
題
に
な
っ
た
。
同
じ

犯
罪
を
犯
し
て
も
、
国
籍
に
よ
っ
て
判
決
が

違
っ
て
く
る
、
属
人
主
義
＝
治
外
法
権
の
矛
盾

を
余
す
と
こ
ろ
無
く
体
現
し
た
事
例
と
言
え
よ

う
。
後
者
は
、
一
九
二
三
年
に
漢
口
で
発
生
し

た
事
件
で
、
現
地
日
本
警
察
署
職
員
に
よ
る
虐

待
に
耐
え
き
れ
ず
に
自
殺
し
た
中
国
人
容
疑
者

を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
る
。似
た
よ
う
な
事
件
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
支
配
下
に
あ
っ
た
、
同
じ
頃
の

上
海
工
部
局
警
察
で
も
頻
発
し
て
お
り
（
拙
訳

ロ
バ
ー
ト
・
ビ
ッ
カ
ー
ス
『
上
海
租
界
興
亡
史

―

イ
ギ
リ
ス
人
警
察
官
が
見
た
上
海
下
層
移
民
社
会
』

〔
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
〕
参
照
）、
こ
の
事
例
だ

け
を
と
っ
て
日
本
側
だ
け
が
咎
め
ら
れ
る
べ
き

こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。

　

そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
二
件
の
民
事

訴
訟
事
件
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
が



所
蔵
檔
案
だ
け
を
頼
り
に
こ
の
二
つ
の
事
件
の

輪
郭
を
再
構
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
に
つ

い
て
は
、
日
本
外
務
省
外
交
史
料
館
に
も
関
連

文
書
が
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
二
つ
を
付
き
合

わ
せ
て
見
る
と
、
事
件
の
よ
り
詳
し
い
背
景
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
興
味
の
あ
る
方
は
、

ご
面
倒
で
も
、
拙
稿
「
対
外
通
商
紛
争
に
お
け

る
『
中
華
民
族
主
義
』
の
役
割

―
森
下
仁
丹

商
標
権
侵
害
訴
訟
（
一
九
一
七
―
二
二
）
を
中

心
と
し
た
一
考
察
」（
平
成
一
五
・
平
成
一
七
年
度

日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

A
〔
一
〕
研
究
報
告
書
『
不
平
等
条
約
体
制
下
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す

る
事
例
研
究
』〔
研
究
代
表
者
：
貴
志
俊
彦
〕
平
成

一
九
年
三
月
、
課
題
番
号
一
五
二
〇
二
〇
一
四
）

並
び
に
拙
稿
「
清
末
民
初
に
お
け
る
商
標
権
侵

害
紛
争

―
日
中
関
係
を
中
心
に
」（『
社
会
経

済
史
学
』
七
五
―
三
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
を
ご

参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
日
本
は
、
中
国
の

国
家
主
権
ば
か
り
で
な
く
、
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス

の
在
華
権
益
を
掘
り
崩
し
て
行
く
事
に
も
積
極

的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、第
七
章
、

第
八
章
で
扱
わ
れ
る
、
内
河
航
行
権
侵
害
、
関

税
協
定
権
、
居
住
営
業
権
、
あ
る
い
は
内
地

旅
行
権
と
測
量
な
ど
に
関
す
る
諸
情
報
、
さ
ら

に
は
そ
の
情
報
収
集
組
織
の
紹
介
で
よ
く
わ
か

る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
戦
乱
に
便
乗
し
て

日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
「
不
逞
分
子
」
の
調
査

記
録
で
、
今
日
で
は
中
国
共
産
党
の
活
動
に
関

す
る
記
録
よ
り
も
、
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
著
者
が
「
興
世
時
期
」
と
位

置
づ
け
る
時
期
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
⑶

「
奇
形
発
展
と
衰
亡
時
期
」
と
位
置
づ
け
る
一

九
三
七
〜
四
五
年
の
叙
述
と
な
る
と
、
急
に
叙

述
が
粗
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
満
州
国
」
や

汪
兆
銘
傀
儡
政
権
と
の
間
の
領
事
館
設
置
問

題
、
戦
争
に
伴
う
国
民
政
府
統
治
区
域
か
ら
の

領
事
館
撤
退
な
ど
で
あ
り
、
史
実
の
羅
列
ば
か

り
で
目
を
引
く
内
容
は
な
い
。
た
だ
、
在
華
領

事
裁
判
権
の
撤
廃
を
扱
っ
た
第
一
二
章
で
、
こ

の
問
題
の
解
決
が
、
独
自
の
司
法
体
系
を
構
築

制
定
で
き
な
か
っ
た
北
京
政
府
、
南
京
政
府
の

統
治
能
力
に
も
責
任
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
、
二
四
八
―
五
五
頁
の
叙
述
は
、
中
国
の
研

究
者
が
こ
こ
ま
で
思
い
切
っ
た
こ
と
を
書
く
よ

う
に
な
っ
た
の
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
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て
最
後
の
第
一
三
章
で
の
、
在
華
日
本
領
事
館

制
度
を
概
観
し
た
部
分
で
、
同
一
レ
ベ
ル
の
機

関
の
連
帯
の
弱
さ
を
指
摘
し
た
三
〇
四
頁
の
記

述
は
、
日
本
政
府
諸
機
関
が
持
つ
、
縦
割
り
行

政
機
構
の
弊
害
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
頂

門
の
一
針
だ
と
思
う
。

　

本
書
は
、
日
本
人
読
者
に
は
自
明
な
こ
と
に

つ
い
て
の
説
明
が
多
く
退
屈
な
印
象
を
抱
く
の

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
民
国
期
の
日
中

両
国
間
で
起
こ
っ
て
い
た
様
々
な
事
件
を
集
め

て
い
た
日
本
領
事
館
の
活
動
を
、
き
め
細
か
く

調
べ
た
有
益
な
書
物
で
あ
り
、
今
後
の
こ
の
時

期
の
日
中
社
会
経
済
関
係
を
勉
強
す
る
上
で
、

避
け
て
通
れ
な
い
書
物
に
な
る
と
思
う
。

（
も
と
の
・
え
い
い
ち　

早
稲
田
大
学
）
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